
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

低圧のお客さまへ 
 
 
 
 

燃料価格の変動をより迅速に、より緩やかに反映させるため、 

平成２１年５月分の電気料金から燃料費調整制度が変わります。 

新しい燃料費調整制度のお知らせ 

「ほくでん」からの情報をインターネットでお知らせしています。 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｐｃｏ．ｃｏ．ｊｐ／ 



 
 
Ⅰ 新しい燃料費調整制度の実施について 
  燃料費調整制度は、電力会社の経営効率化の成果を明確にすることと、為替レートや原油・海外炭価格
の変動といった経済情勢の変化を迅速に電気料金へ反映させることを目的として導入された制度です。 
 
  このたび、電気事業分科会での審議を踏まえ、燃料費調整制度を見直す省令の改正がありましたので、
平成２１年５月分の電気料金から燃料費調整単価の算定方法を変更することといたしました。 
 
Ⅱ 新しい燃料費調整制度の概要について 
 
 １ 新しい燃料費調整制度のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)基準燃料価格と平均燃料価格が同額の場合は、引き続き燃料費調整を行いません。 

 平均燃料価格（３か月平均値）の確定から燃料費調整単価を適用するまでの期間を１か月短縮する
とともに、３か月ごとに更新していた燃料費調整単価を毎月更新いたします。 

【現 行】３か月間の平均燃料価格を３か月後に３か月分ごとに適用 

【新制度】３か月間の平均燃料価格を２か月後に１か月分ごとに適用 

10 月 

《平均燃料価格》 

上限価格 
基準燃料価格の 1.5 倍 
（４６，７００円/kl） 

ポイント① 燃料価格の変動をより迅速に電気料金へ反映いたします。

11月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分

適用する電気料金 

10～12 月の平均燃料価格 ４～６月分電気料金 

１～３月の平均燃料価格 ７～９月分電気料金 

10 月 

平均燃料価格の算定期間 

11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分

適用する電気料金 

12～２月の平均燃料価格 
５月分
電気 
料金

６月分
電気 
料金

１～３月の平均燃料価格 

毎月 
更新 

ポイント② 燃料費調整を行わない範囲を廃止いたします。 

上限価格でプラス調整 上限価格でプラス調整 

【現 行】 【新制度】 

基準燃料価格と同額 
（３１，１００円/kl） 

基準燃料価格＋５％ 
（３２，６００円/kl） 

基準燃料価格－５％ 
（２９，６００円/kl） 

 
プラス調整 

 

 
マイナス調整 

 

 
 

マイナス調整 
 
 

調整を行わない範囲 

 
 

プラス調整 
 
 

平均燃料価格の算定期間 

毎月 
更新 

１か月
短縮

１か月
短縮

廃止 



 
 
２ 電気料金の算定方法 
  電気料金は、基本料金と電力量料金の合計額です。 
  そのうち、電力量料金は、使用電力量に基づいて算定いたしますが、燃料費調整額を加算または差し引
きして算定いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【激変緩和措置および経過措置の適用について】 
   平成２１年１月分の電気料金から実施している激変緩和措置については、新しい燃料費調整制度にお
いても、引き続き実施いたします。 

   また、新しい燃料費調整制度の実施に伴い、本来燃料費調整に反映すべき燃料価格が一部未反映とな
るため、経過措置として、その燃料価格に相当する燃料費調整単価については、平成２１年５月分から
平成２２年３月分までの燃料費調整単価から差し引いてご負担いただくことになります。 

 
（円/kWh） 

各措置による燃料費調整単価 電気料金の 

ご請求月 

新制度により算定した 

燃料費調整単価 激変緩和措置 経過措置 計 

実際に適用される

燃料費調整単価 

平成 21 年 5 月分 ±Ａ（平成 21 年 3 月末に確定） ＋0.30 －0.04 ＋0.26 ±Ａ＋0.26 

平 成 21 年 6 月分 

⋮ 

平成 22 年 3 月分 

±Ｂ（平成 21 年 4 月末に確定）

⋮ 

±Ｃ（平成 22 年 1 月末に確定）

＋0.30 

⋮ 

＋0.30 

－0.03 

⋮ 

－0.03 

＋0.27 

⋮ 

＋0.27 

±Ｂ＋0.27 

⋮ 

±Ｃ＋0.27 

 
  (注１)上記の算定方法などは、すべて従量制の場合です。 

  (注２)激変緩和措置とは、電気料金のご負担の平準化を図るため、平成 21 年 1～3月分の電気料金に適用する燃料費調整単価につ 

     いては、通常の燃料費調整単価（＋2.40 円/kWh）を 50％に低減したもの（＋1.20 円/kWh）とし、平成 21 年 4月分～平成 22 

     年 3 月分の電気料金に適用する燃料費調整単価については、その低減分を四等分したもの（＋0.30 円/kWh）を通常の燃料費 

     調整単価に上乗せする措置をいいます。 
  (注３)経過措置は、改正後の経済産業省令に基づくものです。 
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電力量料金 

× × 電力量 
料金単価 

燃料費調整額 

１か月の 
使用電力量 

 

電気 

料金 

 

 

基本 

料金 
燃料費 
調整単価 

○検針時の「電気ご使用量のお知らせ」でお知らせしている当月分の燃料費調整単価については、新しい燃料費調整制度の実 
 施後もお知らせいたしますが、翌月分については、都合によりお知らせできない場合がありますので、お近くの「ほくでん」

 までお問い合わせいただくか、ほくでんホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｐｃｏ．ｃｏ．ｊｐ／）をご覧いただ 
 きますようお願いいたします。 

 

○太陽光発電からの余剰電力購入契約をご契約のお客さまで、当社がお客さまへ販売している電力量料金単価で購入させてい

 ただいている場合（「電気」および「新エネルギー等電気相当量」）は、電気料金の燃料費調整制度の変更に伴いまして余剰

 電力購入料金も同様に変更いたします。 

 なお、平成２１年１月分の電気料金から実施している激変緩和措置については、余剰電力購入料金では実施していないこと 
 から、引き続き実施いたしません。 
 また、燃料費調整単価は、検針時の「検針連絡票【太陽光発電】」でお知らせいたします。 

 

○燃料費調整制度や特別措置、電気料金の算定方法などの詳しい内容については、お近くの「ほくでん」までお問い合わせい

 ただくか、ほくでんホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｐｃｏ．ｃｏ．ｊｐ／）をご覧いただきますようお願いい 
 たします。 

± １か月の 
使用電力量 



お問い合わせ窓口  【営業時間】平日 午前９時から午後５時まで 
 

 郵便番号      住       所 電話番号 

旭 川 支 店 お客さまセンター 070-8678 旭川市 4条通 12 丁目 1444 番地の 1 （0166）23-1121

 稚内営業所 097-0021 稚内市港 3丁目 1番 13 号 （0162）23-4001

 天塩営業所 098-3303 天塩郡天塩町新栄通り 7丁目 （01632）2-1067

 浜頓別営業所 098-5738 枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘 3丁目 8番地 （01634）2-2008

 羽幌営業所 078-4123 苫前郡羽幌町栄町 175 番地の 9 （0164）62-1047

 名寄営業所 096-0013 名寄市西 3条南 4丁目 14 番地 （01654）3-2131

 留萌営業所 077-0006 留萌市末広町 4丁目 10 番 1 号 （0164）42-1390

 深川営業所 074-8765 深川市 7条 7 番 2号 （0164）22-4111

 富良野営業所 076-0023 富良野市栄町 20 番の 1 （0167）23-4131

北 見 支 店 お客さまセンター 090-8691 北見市北 8条東 1丁目 2番地 1 （0157）26-1111

 紋別営業所 094-0004 紋別市本町 7丁目 2番 26 号 （0158）24-3121

 遠軽営業所 099-0404 紋別郡遠軽町大通北 4丁目 2番地の 43 （0158）42-2185

 網走営業所 093-0014 網走市南 4条西 4丁目 1番地の 1 （0152）43-4106

 斜里営業所 099-4117 斜里郡斜里町青葉町 47 番地 （0152）23-2038

札 幌 支 店 お客さまセンター 060-8639 札幌市中央区大通東 1丁目 2番地 （011）251-4798

 札幌北支社 002-8022 札幌市北区篠路 2条 2丁目 8番 18 号 （011）772-7102

 札幌西支社 063-0052 札幌市西区宮の沢 2条 4丁目 7番 15 号 （011）662-2172

 札幌東支社 004-8691 札幌市厚別区厚別中央 1条 5丁目 1番 30 号 （011）892-8699

 札幌南支社 005-0812 札幌市南区川沿 12 条 1丁目 1番 1号 （011）572-1111

 千歳支社 066-8633 千歳市北栄 2丁目 2番 20 号 （0123）23-5101

岩見沢支店 お客さまセンター 068-8691 岩見沢市 9条西 1丁目 12 番地の 1 （0126）22-0602

 滝川営業所 073-0044 滝川市西町 1丁目 2番 3号 （0125）24-7166

 栗山営業所 069-1513 夕張郡栗山町朝日 3丁目 99 番地 （0123）72-1071

小 樽 支 店 お客さまセンター 047-0033 小樽市富岡 1丁目 9番 1号 （0134）23-1115

 余市営業所 046-0004 余市郡余市町大川町 13 丁目 1番地 （0135）23-2161

 岩内営業所 045-0001 岩内郡岩内町字大浜 5番地の 4 （0135）62-1512

 寿都営業所 048-0405 寿都郡寿都町字開進町 188 番地の 7 （0136）63-2074

 倶知安営業所 044-0031 虻田郡倶知安町南 1条西 2丁目 18 番地 （0136）22-0150

釧 路 支 店 お客さまセンター 085-8668 釧路市幸町 8丁目 1番地 （0154）23-1111

 中標津営業所 086-1047 標津郡中標津町東 7条北 1丁目 6番地 1 （0153）72-2010

 弟子屈営業所 088-3204 川上郡弟子屈町朝日 1丁目 7番地 11 号 （015）482-2019

 根室営業所 087-0028 根室市大正町 1丁目 7番地 （0153）24-3181

帯 広 支 店 お客さまセンター 080-8660 帯広市西 5条南 7丁目 2番地 1 （0155）24-5161

 足寄営業所 089-3717 足寄郡足寄町南 7条 3丁目 64 番地 （0156）25-2029

 新得営業所 081-0037 上川郡新得町拓鉄 141 番地 （0156）64-5303

 池田営業所 083-0021 中川郡池田町西 1条 10 丁目 2番地 50 （015）572-2667

 大樹営業所 089-2142 広尾郡大樹町 2条通 22 番地 （01558）6-2005

室 蘭 支 店 お客さまセンター 050-8682 室蘭市寿町 1丁目 6番 25 号 （0143）47-1111

苫小牧支店 お客さまセンター 053-0006 苫小牧市新中野町 3丁目 8番 7号 （0144）32-5321

 富川営業所 055-0004 沙流郡日高町富川東 4丁目 10 番 25 号 （01456）2-0019

 日高営業所 055-2306 沙流郡日高町宮下町 1丁目 850 番地の 3 （01457）6-2214

 浦河営業所 057-0013 浦河郡浦河町大通 2丁目 30 番地 （0146）22-2108

 静内営業所 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町 3丁目 1番 2号 （0146）42-0009

函 館 支 店 お客さまセンター 040-8670 函館市千歳町 25 番 15 号 （0138）22-4111

 八雲営業所 049-3106 二海郡八雲町富士見町 103 番地の 2 （0137）62-2531

 江差営業所 043-0041 檜山郡江差町字姥神町 171 番地の 1 （0139）52-0085

 福島営業所 049-1331 松前郡福島町字三岳 39 番地の 1 （0139）47-2021

東 京 支 社 103-0027 東京都中央区日本橋 2丁目 1-10 柳屋ビル （03）3281-0861

 

(注)営業所へのお電話によるお問い合わせは、自動転送により、管轄する支店で承る場合がございます。 
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